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午前１０時 開会 

○澁谷委員長 おはようございます。委員各位にお

かれましては、御多忙の折、御参集をいただきま

して、誠にありがとうございます。 

 ただいまから厚生文教常任委員会を開会いたし

ます。 

 本日の案件につきましては、本会議において本

委員会に付託されました議案第２号「指定管理者

の指定の期間の変更について」から議案第６号

「泉南市国民健康保険条例の一部を改正する条例

の制定について」の計５件について審査いただく

ものでありますので、委員各位におかれましては、

よろしくお願い申し上げます。 

 なお、本委員会に付託されました議案について

は、委員会付託事件一覧表としてタブレットに掲

載いたしておりますので、御参照いただきたいと

思います。 

 それでは、議案の審査に先立ち、理事者から挨

拶をお願いします。 

○竹中市長 おはようございます。委員長のお許し

をいただきましたので、厚生文教常任委員会の開

会に当たりまして一言御挨拶を申し上げます。 

 澁谷委員長さんをはじめ、委員の皆様方におか

れましては、市政各般にわたり、深い御理解と御

協力を賜っておりますことに対しまして、深く敬

意を表する次第でございます。 

 さて、本日の委員会は、令和３年第４回定例会

において、本常任委員会に付託されました議案第

２号、指定管理者の指定の期間の変更についてか

ら議案第６号について御審査をお願いするもので

ございます。 

 どうぞよろしく御審査をいただき、御承認賜り

ますようお願い申し上げまして、簡単でございま

すけれども、挨拶とさせていただきます。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

○澁谷委員長 ありがとうございました。 

 なお、本日、会議の傍聴の申出がございます。

傍聴の取扱いについて、この際御協議いただきた

いと思います。会議の傍聴の取扱いについて、御

意見等ございませんか。――――それでは、傍聴

者の入室を許可いたします。 

 〔傍聴者入室〕 

○澁谷委員長 これより議案の審査を行いますが、

議案の内容につきましては、本会議において既に

説明を受けておりますので、これを省略し、質疑

から始めたいと思います。これに御異議ありませ

んか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○澁谷委員長 御異議なしと認めます。よって審査

の方法については、提案理由並びに内容の説明を

省略し、質疑から始めることに決定いたしました。 

 なお、質疑並びに理事者の答弁の際は、着席の

まま行っていただくようよろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、これより議案の審査を行います。 

 初めに、議案第２号「指定管理者の指定の期間

の変更について」を議題とし、質疑を行います。

質疑はありませんか。 

○山本委員 質問をさせていただきます。 

 今回の議案第２号なんですけれども、変更の理

由が、文化ホールに関しまして、施設の在り方の

見直しが必要だということで、この議案が出てき

ているわけですよね。 

 それで、協議会で頂いた資料で、今後の文化ホ

ールの在り方を見直していく上で、想定パターン

が５パターンあると。この５パターンのやつを今

後のスケジュールで、来年１月から課題を整理し

て方針を作成して、案を３月につくって、パブリ

ックコメントを６月に実施して、８月に在り方を

決定して、令和５年４月から開始しますという話

なんですね。 

 この流れに沿ってこれをやっていかなければい

けないので、今回の議案第２号が上がってきてい

るわけですけれども、まずこの１年延長すること

で、この想定パターンから案を絞り出して、しっ

かりとパブリックコメントも含めて、住民の皆さ

んから意見を聞いて、それから文化ホールを使わ

れている団体さんからも意見を聞いた上で、８月

に在り方を決めて、４月に実施するというこの流

れが本当にできるのかというところが、ちょっと

疑問に思いましたので、質問させてください。現

実的に可能なのかどうか。 

 それから、今後の予定を見ていくと、方針の作

成と在り方の案、これを作るのに１月から、大体
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６月まで……。 

○澁谷委員長 すみません、山本委員、座ったまま

で結構です。 

○山本委員 ごめんなさい。失礼しました。６か月

かかるというスケジュール感になっているんです

ね。そこからパブリックコメントが６月から８月

という２か月になっているわけですけれども、ち

ょっとタイトじゃないかのかなというふうに思う

んです。 

 だから、この今後の予定に関しては、決め切ら

ずに、もう少し再考する余地があるのではないか

なというふうに思いますので、現実的に可能なの

かどうか。 

 それから、この今後の予定に関しては、臨機応

変に住民さんからの意見を聞くために、ちょっと

予定のスケジュール感についても、もう一度議論

を深めていくという、これが可能なのかどうか、

２点お願いします。 

○岡田教育部長 文化ホールのことにつきまして御

答弁申し上げます。 

 このたびいろいろ御心配をおかけしております

けれども、まずは、令和５年度の４月に向けて、

しっかりと今後の在り方については、決めてまい

りたいというふうに考えているところでございま

す。 

 もちろん、今後の予定につきまして、方針を決

め、また在り方の案を概成しという辺りにつきま

しては、多少の前後といいますか、しっかり御説

明して、御意見を伺うといったところは、してい

きたいと思っておりますので、この予定に関する

部分についての若干の前後というのは、もちろん

あるかというふうには考えております。 

 以上です。 

○山本委員 ぜひともまた考え直していただきたい

なというふうに思います。 

 それから、ちょっと私からの提案なんですけれ

ども、この在り方について、将来的にこの指定管

理の期間を延ばして、その間に方針を決めていく

ということで、パブリックコメントを実施するわ

けですが、より多くの方にパブリックコメント、

こういうことがあるんだよというのを知っていた

だいて、たくさんコメントをいただかなければい

けないなというふうに思います。 

 そこで、広報等でこれをしっかりと告知をする

と。ただ単に、案が５つありますので、その案の

在り方の、要は想定パターン、こういうふうにな

りますというやつだけじゃなくて、パターン１な

ら、どれぐらいのコストがかかるか、パターン５

ならどれぐらいのコストがかかりますか。こうい

うのも全部ちゃんと市民さんに示した上で、市民

さんもしっかりとそれを判断していただく。そう

いう機会がやっぱり必要なんじゃないかと。 

 一般質問でも申し上げましたが、やはり１年間

でこれを進めるのは、かなり急激なので、本当は

もっと前からやるべきやったと。それを圧縮して

いるわけですから、そこら辺の市民に対する情報

開示。 

 併せてパブリックコメントをより多く獲得する

ための工夫というのは必要なのかなというふうに

思うんですが、その点のお考えは、いかがでしょ

うか。 

○岡田教育部長 失礼します。本来もっと早くとい

う御指摘でございます。おっしゃるとおりでござ

います。その辺りは私のマネジメントの不足かと

いうふうに認識しております。申し訳ないと思っ

ております。 

 なお、もちろん今御指摘のように、皆様にお伝

えする際には、しっかりとコスト比較であったり、

想定するような試算等の情報をお示しして、御意

見を集約していきたいというふうに考えておりま

す。そういった工夫は進めていきたいと思います。 

 以上です。 

○河部委員 今、山本委員のほうも質問されて、何

点かちょっとかぶるんですけれども、改めてちょ

っとこの間、協議会でも幾つか質問させていただ

いて、費用の面であるとか、お聞きをしているん

ですけれども、改めて今回、今後の在り方として

想定されるパターンが５つほど出ているんですが、

その中で引き続き指定管理でいった場合、ホール

の一部改修等もしなければいけないということも

あったんですが、改めて今、不備があるところを

改修した場合、どの程度の費用がかかるのか、お

聞きしておきたいと思います。 

 それと、これは市が直営でホールの管理を行っ
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ていて、指定管理になっているんですけれども、

これは改めて指定管理の期間、現時点で何年指定

管理をしているのか、聞いておきたいと思います。 

○石橋文化振興課長 まず、現状の費用についてお

答えさせていただきたいと思います。 

 今、分かっている範囲では、今のところおおよ

そ２億9,000万円程度をかければ、現状の修繕は

できるということでございます。 

 ただし、これに調査の費用が一部含まれており

まして、その調査の結果、もう少し大規模な改修

等が必要になる可能性もございます。 

 あと、指定管理の期間といたしましては、平

成21年から、当初でしたら令和４年３月31日まで

でしたが１年間延ばしまして、都合14年間という

ことになります。 

 以上でございます。 

○河部委員 ありがとうございます。 

 改修をした場合２億9,000万円、調査をしてプ

ラス幾らか費用がかかるということで、先ほど山

本委員のほうからもありましたように、この

間、14年間指定管理に出している中で、やはり出

したタイミングで今後このホールをどうするのか

という計画に入って、例えば費用を積み立ててい

くとか、何かいろんな形で、いずれやはり老朽化

して、そこをどうするのかという時期がやっぱり

きますので、そういった計画がなされていなかっ

たというのが、現時点の今の教育委員会の判断な

のかなと思います。 

 先日の協議会で、直営でした場合、あるいはこ

のまま引き続き指定管理した場合、あるいは今回

の想定パターンにも入っているホールは休館して、

民間の施設を利用した場合も含めて費用をお聞き

をしましたけれども、どれを取ってもやはり年

間3,000万円から4,000万円の費用がかかるという

ことで説明もありましたけれども、やはり泉南市

民あるいは団体が行う文化行事とか、取り組みで

あるとか、様々な発表の機会が奪われていくとい

うことにもなりますので、この１年間で、１年間

というよりも、説明であればこの半年間で、市と

しては一定の方針を出すということになっており

ますけれども、本当にこの期間でそれができるの

かどうかということも含めて、非常にまだまだ不

透明なところもありますので、そういった全体的

なことも含めて、改めてお考えをちょっとお聞か

せいただけたらなと思います。 

○岡田教育部長 御指摘のように、これまで申し上

げましたように、やはり計画的な改修、修繕がで

きていなかったことも含めて、今後、文化ホール

の現施設を万全な形にして維持していこうと思う

と、相当な経費もかかるというところでございま

す。 

 ただ、御指摘のように、市民、団体様が行う文

化行事が相当できなくなる可能性があるんじゃな

いかということへの御不安、また、本当に今後方

向性を決められるのかというところの不透明さと

いうところの御不安でございます。 

 私どもとしましては、文化ホールの機能は、や

はり市には必要だと考えております。その中でい

かに市民サービスの低下をさせないように、文化

ホールの機能をどのように提供するかをしっかり

考えて、短期間ではありますけれども、方向性は

お示ししていきたいというふうに考えております

ので、よろしくお願いいたします。 

○楠委員 それでは、質問をさせていただきます。 

 指定管理者の指定の期間の変更ということで、

変更の理由が出されております。この理由が当該

施設の在り方であったり、管理運営形態を検討す

る期間が必要というのは、ほかの委員もおっしゃ

っておりますが、やはり５年前から分かっていた

ことだと思います。 

 それを指定期間の５年目が近づいてきているの

で、まだ決めていないので、１年間延長するとい

うようなことだとは思うんですけれども、本来で

あれば、５年間の指定期間のある指定管理者には、

２回、第三者評価委員会の評価が出されているか

と思います。 

 この泉南市立文化ホールでいいますと、平成30

年と令和２年度で、その委員会による評価が出さ

れておるんですが、結果としては、どちらもその

委員会評価の総評がＢということになっておりま

す。 

 その指定管理をする、このまま続けてもらうか

替えるかという、その判断の材料で、この評価も

使われると思うんですが、今回、２回ともＢにな
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っているということでいえば、公募をするのか、

続けてもらうのかという議論が、本来であれば必

要やったのかと思うんです。 

 ですので、これを理由に、すみません、これと

いうか、今後の方向性を決めるために、１年間延

長するというのは、やはりちょっと市民の方々が

この説明で納得するのかどうかというのは、疑問

に思うところです。 

 評価を受けて指定管理をする、しないのその、

Ｂ評価なら公募をするという、そういう判断基準

があるんでしょうか。その辺をお聞かせいただき

たいと思います。 

○岡田教育部長 まず、今回は私ども議案としてお

願いしたのは、期間の延長ということだが、行政

評価としてＢが出ているのだから、公募をすべき

だったのかという御指摘でございます。 

 これにつきましては、まず、あくまで公募とい

うところは、指定管理の選定そのものをやり直す

行為でございます。選定そのものを行う行為でご

ざいますので、今回はあくまでコロナの関係で今

後の方向性も見いだしにくいというところもあり

ますので、あくまで現行の契約を１年延長させて

くださいというところで御提案するものでござい

ます。 

 新たに指定管理者を選定するという行為を、も

とから考えておりませんので、Ｂだから公募では

というところにはならないところは、よろしくお

願いいたします。 

 あともう１点、行政評価のＢならば公募するの

かというところでございますけれども、これは私

ども先例に倣いまして、おおむねそのような形で

させていただいているというところでございます。 

 以上です。 

○楠委員 説明いただきましたが、Ｂならば公募を

して進めていくのが普通というか、そういうこと

やと思うんですが、今回は１年延長するというこ

とで、そのまま継続ということです。 

 なかなかそういう理由で進めるというのは、市

民の皆さんの中でも納得できるのかなというのは、

本当に疑問に思うところです。 

 今後、文化ホールをどうしていくかというパタ

ーンが５つ出されているかと思うんですけれども、

ここの選択肢に、やはり文化ホールを休館してい

く、なくしていくという選択肢を入れているとい

うのが、どうなのかなと思うんです。 

 想定しているパターンの中身でいうと、イオン

モールの映画館を借りたりとか、他市のホールを

借りるということを想定しておりますが、やはり

気軽に使えなくなるという意味では、先ほどもお

答えいただいていますけれども、やはり泉南市の

文化行事を気軽に行えなくなるということは、や

はり泉南市の文化がなくなっていくということに

なっていくと思います。 

 潰すありきでは進むとは思いませんけれども、

やはり市民の方々がしっかりと文化行事に取り組

んでいけるような考え方で進めていっていただき

たいと思います。 

 あと、文化ホールの指定管理の選定で、評価委

員会の総評がＢであったけれども、公募しないと。

そんなんでいいますと、次の議案第３号にもなる

んですけれども、体育協会もＢ評価が出ているの

で、文化ホールの指定管理を同じようにするとい

うのであれば、やはり体育協会もそのまま指定し

てもらうということもあったんじゃないのかなと

思いますが、これについてはどうでしょうか。 

 〔傍聴席より発言する者あり〕 

○岡田教育部長 失礼します。今回、御提案してお

りますのは、期間の延長ということでございまし

て、改めて指定候補者を選定するという形の取り

組みではございませんので、今回文化ホールのこ

とにつきましては、公募といったことをしないと

いうところでございますので、御理解賜りますよ

うよろしくお願いいたします。 

 〔傍聴席より発言する者あり〕 

○堀口委員 先ほどから山本委員や河部委員のほう

からも話があったので、あれなんですけれども、

スケジュール感の部分でちょっと聞かせていただ

きたいと思います。 

 １月から在り方、方針を作成ですかね。６月に

在り方案決定、パブリックコメントの実施、８月

に文化ホールの今後の在り方を決定し、必要な手

続、取り組みを実施となるんですけれども、めち

ゃめちゃ性急やと思うんですよね。 

 当然かかる費用、特に今非常に資材費が高騰し
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ているこの状況の中で試算をするという状況と、

少し落ち着いてから試算するというのと、当然コ

スト的にも変わってくると思うんですよね。 

 実際に、いろんなものが今値上げになっていま

す。これが例えば半導体の問題とかが解決してく

れば、それなり値段は落ち着いてくる、あるいは

安く供給できる。商品の供給ですかね、その資材

の供給というのが一定追いついてくるという状況

の中で、非常に高い状況で試算をするというのが、

ちょっとこのタイミングでよかったのかなという

のが、非常に不思議に思うんですけれども、まず

その点についてお伺いしていいですか。 

○岡田教育部長 失礼します。資材等の物価上昇の

折に試算するのはいかがかというところでござい

ますけれども、建築関係に目を向けて申し上げま

すと、この間、東京オリンピック・パラリンピッ

クがあり、また大阪では万博も今後見込まれる。

または、なにわ筋線延伸等、そういうハード的な

部分の値段高騰は今後も持続するであろうと思わ

れるというところにあります。 

 いろんな試算をするというところで、現時点で

行うものと、それを先送りして行うことでは、経

費効果的に、あまり先送りすることによって安く

なっていくという見通しも立てにくいものかなと

いうふうには認識しております。 

 以上です。 

○堀口委員 ありがとうございます。これは８月に

決めるということで、その後様々な手続が絡んで

くると思うんですよね。 

 これはそこの８月から、次の４月までの分のス

ケジュールが何も書かれていないんですけれども、

その辺ちょっとスケジュール感はどういうふうに

思われているのかということです。 

 それから、実際に１年間の延長だけでいけるの

かどうか。例えば議会に諮るやら、いろんな手続

を考え、やっているうちに、年末とかに公募をか

けるとかというような状況で、万が一不調に終わ

ったとか、そういった場合の指定管理の在り方と

いうのは問題になると思うんですけれども、その

辺を含めてどのように考えてはるのか、お答えい

ただけますか。 

○岡田教育部長 今後の予定としましては、８月に

在り方を決めて、具体的な動きを取って、令和５

年４月に新たな方向でということでお示ししてお

りまして、その間、具体的にどうなのかというと

ころでございます。 

 私どもの考えとしましては、文化ホールの機能

は何とか市民に提供をし続けなければならない。

その内容がどういうふうな方向になるかによって、

例えば指定管理者制度を続けましょうということ

になるのであれば、その方向が決まった後に、ま

た改めて期間を定めて選定を行うという方向。 

 あるいは、民間施設を活用するということにな

るのであれば、そういったところとの調整という

ことで様々な動きが、全く違う動きが見込まれま

すので、具体的には書けない部分でありましたの

で、御了承願いたいところでございます。 

 ただ、御指摘のように、本当にタイトではない

かというところにつきましては、御不安を覚えて

いただくところではございますけれども、そこは

一生懸命しっかり進めていきたいというふうに考

えております。 

 以上です。 

○堀口委員 これ本当に先ほどからも言うています

けれども、非常にタイト過ぎると思います。これ

はどの方向に決めたとしても、非常にタイトやと

思うので、ちょっとそんなに急がなあかんのかな

というふうな気もします。 

 逆に言えば、これまで何でこういった議論がな

されてこなかったのか。特に文化ホールのいわゆ

る設備に関しては、以前からかなり老朽化の指摘

というのはあったと思うんですよね。 

 だから、その辺、計画的な修繕とか計画的な改

修とかというのもやってこなかったというのも事

実なので、だから、そこら辺を考えたときに、ち

ょっとこれでええのかなというのは、いささか疑

問に思うところではありますけれども、その辺、

できる限り方向性、５つ方策を出されていますけ

れども、これに対するスケジュール、それぞれの

想定されるスケジュールというのは、また今日す

ぐ出せ言うても出されへんと思うので、その辺は

また出していただきたいなというふうに思います。

答弁は結構です。 

○岡田委員 よろしくお願いいたします。ちょっと
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１点確認だけなんですが、スケジュールに関して

は、皆さん御質問されたので、確認をさせていた

だきたいと思います。 

 この修繕費、２億9,000万円というふうにお聞

きしたんですが、内部設備面だけの金額でよろし

いのでしょうか。 

 また、前回、修理をしても15年しかもたないと

いうふうにお聞きしたのですが、それは間違いな

いでしょうか、よろしくお願いいたします。 

○岡田教育部長 その２億9,000万円の数値ですけ

れども、多くが舞台照明等の改修になりまして、

これで１億8,000万円ほどになります。そのほか

にも消防設備であったり、空調機の関係、これも

おおむね１億円近くかかってしまうというような

形がございます。 

 文化ホールの館全体の機能を、設備をうまく動

かしていくためには、このぐらいかかるというこ

とでございます。 

 もちろん先ほど課長も答弁しましたように、こ

れ以外にもまだ算定ができていない経費も必要に

なるという状況でございます。 

 以上です。 

○澁谷委員長 あと15年間、もう１つ。 

○岡田教育部長 15年間、これで延命できるのでは

というところでございますけれども、建物自体は

新耐震の状況下で造られたものでありまして、し

っかりしているかなと。 

 ただ、内部にあります設備、空調であったり、

あと最近は外壁タイルが剥落というふうなことも

ありましたので、そういったところを含めて、軀

体ではなくて設備面等を直すことによって、軀体

そのものもほぼその耐用年数、よそ様の例で見ま

すと、50年から60年で新築、建て替えということ

を見ますと、おおむね15年から20年程度の延命が

できるのではないかというふうに考えているとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○澁谷委員長 ほかにありませんか。――――以上

で本件に対する質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。

――――討論なしと認めます。 

 以上で本件に対する討論を終結いたします。 

 これより議案第２号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決

することに御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○澁谷委員長 御異議なしと認めます。よって議案

第２号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３号「指定管理者の指定について」

を議題とし、質疑を行います。質疑はありません

か。 

○岡田委員 まず１つ目に、三幸株式会社がという

ことなんですが、近くでは田尻町でも平成29年か

ら、田尻町の多目的グラウンドや田尻町営のプー

ルを指定管理されていますが、その成果とか効果、

そういうのを調べられたのかどうか、お聞かせい

ただきたいと思います。 

 また２つ目に、評価委員の方はもちろん現場を

視察されているとは思いますが、雨漏り等の、そ

ういう細かな説明まできちんと御存じなのかどう

か、お聞かせいただきたいと思います。 

 ３つ目に、施設所有の自治体とサービスを提供

する指定管理者というのは違いますので、市民の

声というのがなかなか市には入りにくい、届きに

くいというふうに思うんですが、その点について

の対応があれば、どうお考えか、お聞かせいただ

きたいと思います。 

○高山生涯学習課長 田尻町のほうに職員が確認し

たんですが、すごくいい感じで指定管理としてし

ていただいているというふうな感想をお聞きしま

した。 

 たしか田尻町も今年度末までで、来年度から新

しい指定管理者という選定期間やったんですけれ

ども、来年度からも議会で賛成を得られれば、三

幸さんでいくというふうに話を聞いております。 

 あと、体育館はかなり古い建物で、雨漏りとか

しているというのは、皆さん御存じやと思います。

この雨漏りに関しては、申請受付の間に質問を受

け付けるんですが、そこの中で雨漏り等々もして

まして、大きな修繕を市としては少し今は考えて

いないとかいうふうにもお伝えしていますし、現

地に応募をしたいという会社が、皆さん来られま

して、その中でここが雨漏りしているよ、あそこ

も雨漏りしているよということを、体育協会の方
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から御説明もしていただいております。 

 あと、選定委員さんにつきましても、現地は知

らない方とか、やはりいましたので、我々がお連

れさせていただいて、説明をさせていただいてお

るところでした。 

 あと、市民の声ということなんですが、私が生

涯学習課に来て約２年ほどになりまして、その前

の課長とかにも聞いたんですが、市民から悪い声

というのは一切聞いておりませんでした。 

 逆に、園庭開放をしていただいたりとか、そう

いったうれしい声とかいうこともお聞きしており

まして、体育協会様には、いい指定管理者として、

いい仕事をしていただいていたかなというふうな

実感は持っております。 

 以上です。 

○岡田委員 ありがとうございます。審査基準の中

に、安全管理とか危機管理対策、また緊急時の迅

速な対応というふうに載っているんですが、雨漏

り等、早く修繕とか、そういうのをやらないと、

そういうのにもちょっと関係してくるかなと思い

ますので、その点についてのお考えと、あと利用

者へのサービスというのは、本当に大きいと思う

んです。 

 多様化する市民ニーズというのに、これにも対

応というのがどんどん必要になってくると思いま

すので、そういうことについてもちょっとお考え

をお聞かせいただきたいと思います。 

 それとまた、施設の管理運営に当たっては、予

想できない事件とか事故とかあるかというふうに

思いますので、その場合の指定管理者の対応、こ

ういうのはどういうふうにお考えなのか、ちょっ

とお聞かせいただきたいと思います。 

○高山生涯学習課長 審査基準表ということで、そ

の雨漏りとかそういうことに関しては、審査の段

階では皆さん同じ、申請者にとっては同じ条件と

なっていますので、そのことについては点数の開

きとかいうのはないのかなというふうに思ってお

ります。 

 あと、市民ニーズに関して、おっしゃるとおり

すごく大事なことをだと思います。市民ニーズに

応えることが我々行政の役割というふうにも考え

ていますので、来年度以降、指定管理者と協議、

お話をさせていただいて、例えばアンケートボッ

クスの設置なり何なり、市民ニーズをもっと聞く

ように、そういうふうにちょっと検討したいと思

います。 

 あと、事件と事故ということなんですが、体育

協会さんにも出していただいていたんですが、そ

ういうときの体制というものをしっかり提出して

いただきます。今度の今第１指定候補者に上がっ

ている三幸につきましても、当然そういった対応

のフローというんですか、そういうような体制表

というものを提出していただくように考えていま

す。 

 以上です。 

○岡田委員 ありがとうございます。先日、竹田議

員の質問もあったと思うんですが、指定管理者制

度が平成15年から、自治法の改正によって設けら

れました。 

 体育協会も、今回Ｂ判定ということで、老朽化

の中、右肩上がりを求めていくというのは、すご

い判定に関して、この間、岡田部長もおっしゃっ

ていたように、大変厳しいと思うんですね。 

 これから今まで13年間、指定管理をしていただ

きましたので、この体育協会に関しては、市とし

てこれからどうフォローしていくのかという、今

お考えをお聞きしたいと思います。 

○岡田教育部長 これまでの地域のスポーツ団体と

して、また指定管理者として泉南市体育協会さん

におかれては、大変しっかり運営していただいた

ところでございます。 

 先ほど課長からの答弁にもありましたように、

市民からの評価も良いと。本当に13年間運営して

いただく中で、大きな事故なく、しっかりと安全

に安心に運営いただけたことは、大変私も感謝し

ておるところでございます。 

 特に、私はいつも思いますのが、地域の雇用を

進められ、その雇用した方のスキルを上げること

で、様々なメンテナンスを行われるなど、美化活

動、清掃活動とかも含めまして、本当に地域密着

型といいますか、いい形で運営してくださったと

考えております。 

 ただ、今回公募を行った結果ということではご

ざいますが、今後も当然地域のスポーツを取りま
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とめておられる団体として、私どもも良好に関係

をつくって維持して、進めていきたいと思ってお

りますし、これまで同様、補助金を出させていた

だいたり、あるいはいろんなスポーツ大会の委託

業務をしていただくなどして、一緒に市のスポー

ツ行政の一翼を担っていただきたいなというふう

には考えております。 

 以上です。 

○河部委員 じゃ、ちょっと何点か質問させていた

だきます。 

 先日の協議会で、今回の候補者となった三幸株

式会社からの主な提案、どんな提案があったのか

という資料も頂きたいということで、その後、資

料のほうも頂いております。 

 その中で幾つか提案されているんですけれども、

例えば利用者や収入を毎年２％程度アップさせる

とあるんですけれども、これは令和２年度の利用

者の実績、数字が分かればちょっと教えていただ

きたいなと思います。 

 果たして今現在の状況で、令和２年度以上の実

績が本当に上げられるのかどうか、２％というと

何人ぐらいになるのか、ちょっと分かりませんけ

れども、やっぱり相当な努力が要るんじゃないか

と。 

 書くのは簡単なんやけれども、実際にやるのは

大変やと思うんですよ。ちょっとその辺の数字、

令和２年度の実績で結構ですので、教えていただ

きたいなと思います。 

 あと、その中の１つに、地域団体や教育関連機

関との連携をしますよとあるんですけれども、そ

の地域団体というのは、主にどういう団体を想定

されて提案されているのか、分かればちょっと教

えていただきたいなと。 

 それと、今回指定管理に出される選定の中で、

指定管理料の上限ということで、一定設定をされ

ていると思うんですけれども、令和３度年の指定

管理料の上限というのが3,477万1,000円というこ

とで、実績が載っているんですけれども、今回、

指定管理料の上限というのが3,294万円、１年間

となっているんですけれども、もう最初の段階で

令和３年度の数字よりも183万円ほど、指定管理

料が下がっているんですよね。 

 普通、大体施設とかいろんな事業の管理を委託

も含めてやる場合、更新する段階では前年度の予

算を一定やっぱり上積みした形でされるというの

が本来じゃないかなと。もう最初から下げるとい

うのは、非常に受け手側としても、少ない金額の

中でどんな事業をするのかという、読みにくいと

ころもあると思うので、これは下がっている理由

があるんであれば、ちょっと教えていただきたい

なと思います。 

 それと、先ほど岡田委員のほうからもありまし

たけれども、この間、体育協会がこの13年間、体

育館あるいは市民球場、テニスコートも含めて管

理を受ける中で、泉南市あるいは泉南市外からも

含めてスポーツの振興であるとか、様々な取組、

実績を上げてきていると思います。 

 改めて、その辺に対する泉南市あるいは教育委

員会の評価というんですか、そういったものも含

めて、指定管理を受ける13年以前から、体育協会

はこの泉南市の様々なスポーツ団体の取りまとめ

役として活躍をしてきたと思うんですが、そうい

ったことも含めて、どのように評価をされている

のか、改めてお聞きをしたいなと思います。 

 それと、先ほどこれも岡田委員のほうから出て

おりましたけれども、今回指定管理者の候補者か

ら一定外れておるわけですけれども、私もやっぱ

り来年度以降からのこの泉南市におけるスポーツ

イベントがどうなるのかとか、あるいは青少年の

育成などもどのようになっていくのか、１つは不

安を覚えている部分もありますので、一定、その

指定管理候補者から外れた後、来年度以降からこ

の泉南市におけるそういった部分が、教育委員会

として体育協会、泉南市スポーツ協会としっかり

と話をされているのかどうか、改めてお聞きをし

たいなと思います。 

○岡田教育部長 私からは、これまでの指定管理者

さんへの評価及び今後ということでございますけ

れども、先ほども申し上げましたように、本当に

現行指定管理者様は、しっかりやっていただいた

と考えております。 

 先ほど申し上げたように、地域での雇用を進め

られてスキルを上げる中で、いろんな説明会みた

いなものを効果的、効率的にされていました。 



 

-9- 

 また、よくお話を聞くところでは、この安全・

安心の時代に、ＡＥＤを積極導入され、大量導入

されて、それを運用する研修とかもしっかり積極

的に進めてくださったところでございます。そう

いう形で体育協会さんは、すばらしい活動をして

くださっています。 

 御指摘のように、地域のスポーツ団体を取りま

とめる立場として、加盟団体数でも20弱の団体、

合計数千人もの規模のメンバーを擁して、しっか

り運営されている。 

 また、スポーツ少年団様とも協力関係をしっか

りつくられて、子どもに向けた体力向上活動とか

しっかりやっていただいていると……。 

 〔傍聴席より発言する者あり〕 

○澁谷委員長 傍聴席、静かにお願いいたします。 

○岡田教育部長 そういったところで、本当に私ど

もは体育協会さん、高く評価しておりますし、今

後も先ほど申し上げましたように、様々なスポー

ツ行政の一翼を担っていただくという意味で、現

行では、りんくうマラソン大会でありますとか、

市民総合体育大会に関する事業とか、あるいは外

部へのスポーツ団体の派遣事業なども、業務をお

願いしているところでございます。 

 そういったところも、やはり地域のスポーツ団

体であるところに、今後もお願いをしていくこと

になろうと考えております。 

 さらに、指定管理者の候補者である三幸さんも

当然地域のスポーツ団体ともしっかり協力関係を

ということはおっしゃっておりますので、そうい

ったところで、様々な御不安を抱かせる形になっ

ているかもしれませんけれども、これまで同様、

スポーツ行政の観点で泉南市体育協会さん、スポ

ーツ協会さんですかね、今後。とはしっかり協力

関係をつくっていきたいと考えております。 

 以上です。 

 〔傍聴席より発言する者あり〕 

○澁谷委員長 傍聴人に申し上げます。傍聴人は発

言することは禁止されておりますので、静粛に願

います。 

 全ての河部委員の質問には答えられていないと

思いますが、答弁漏れ、よろしくお願いいたしま

す。ほかにどなたか答えられますか。 

 〔傍聴席より発言する者あり〕 

○高山生涯学習課長 令和２年度の実績というとこ

ろなんですが、市民体育館につきましては３

万6,832名、双子川テニスコートにつきましては

１万4,119名、市民球場につきましては１万1,646

名と、合計６万2,597名というふうに、体育協会

様から報告を受けております。 

 主な提案の中の２％という数字なんですが、こ

れは三幸に問い合わせたところ、どういった意味

の２％、どこから出したのかということを聞いた

ところ、三幸が過去、新たに指定管理者として入

ったところの過去の実績が平均２％を毎年度上げ

ていけていたというふうなところから、今回も

２％上げていきますよというふうに聞いておりま

す。 

 〔傍聴席より発言する者あり〕 

○高山生涯学習課長 あとは、指定管理料が下がっ

ているところなんですが、我々がちょっと今回新

たに積算をやり直しまして、そして今ここら辺を

もう少し削れるんじゃないかとか、人件費とかに

つきましても、ここをもう少し人を減らせるんじ

ゃないかとか、そういったいろんなことも考えた

中で、少し今回下げさせていただくことに決定さ

せていただきまして、募集要項のほうに書かせて

いただきました。 

 その令和４年度以降なんですが、先ほど部長か

らもお話があったと思いますが、指定管理者とし

て、今回新たな別の会社が手を挙げていたんです

が、体育協会様は今後も補助金団体として存続し

ていってくれると聞いていますので、今後もいい

関係で泉南市のスポーツ振興を図っていきたいと

いうふうに考えております。 

 〔傍聴席より発言する者あり〕 

○澁谷委員長 傍聴席、静かにお願いいたします。

発言は許されておりませんので。 

 答弁漏れはありませんか。 

○河部委員 今いろいろと御答弁いただきましたけ

れども、まず、令和２年度の実績だけでも全部含

めて６万2,000名以上いるということで、非常に

多くの方が様々な施設を利用されて、スムーズに

事故なく安全に管理をされて進んできたというこ

とが１つうかがえるんですけれども、新たな指定
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管理者の候補者がこの数字を本当に来年度以降は、

２％アップをさせることができるのかどうかも含

めて、ちょっとやっぱり不安は、今現時点でもや

っぱり拭えていない。 

 これが例えば徐々に下がっていけば、これは市

としては今回の評価を本当にどのように考えるの

かということが問われてくるとは思うので、新た

な候補者が今後、例えば選ばれれば、しっかりと

それはその団体には言っていただきたいというふ

うには思うわけです。 

 それと、今、課長のほうからは、今後泉南市ス

ポーツ協会とは良好な関係で、泉南市のスポーツ

イベントとか、あるいは青少年の育成も含めてし

っかりとやっていただけるというお話もされてい

るということでしたけれども、本当にその辺がや

っぱり一番気になるわけですよ。 

 これまでは体育館の中に拠点を構えて、様々な

そういった取り組みもされてきたわけですけれど

も、今回の指定管理者から外れたことによって、

新たな会社がそこに拠点を構えることによって、

体育協会さんも一定、場所を出ていかなければい

けませんよね、これは。 

 ただ、これはあいぴあの例なんかでいくと、こ

れまで社会福祉協議会が管理していたときは、そ

こに事務所を構えて管理もしていたわけですけれ

ども、これが別の団体に替わった段階で、社会福

祉協議会は出ていったのかというたら、１つ、あ

いぴあの中に拠点を構えさせてもらって、今現時

点でもあいぴあの中に社会福祉協議会はあります

よね。 

 今回、体協さんも替わったからといって、そう

いうことができるのかといえば、そういうスペー

スは当然ないとは思うんですよ。 

 その辺、今後の泉南市の例えばスポーツイベン

トとか、いろんな様々な取り組みに協力してもら

う団体として、泉南市はちょっとその辺をどのよ

うに考えておられるのか。 

 もう終わりましたから、はいどうぞ、出ていっ

てくださいというんじゃなくて、そんなことも含

めてどういうふうに考えておられるのか、ちょっ

と改めてお聞きをしたいなと思います。 

○高山生涯学習課長 事務所としてのスペース、年

間を通じて毎日ここは事務所とかいうお話は、こ

れから三幸さんにそういう場所を無償で貸してい

ただけるとか、そういうお話はこれから新しい指

定管理者を賛成いただけた場合、話していきたい

というふうにはちょっと考えております。 

 ただ、ほかの補助金団体等々を含めて、そうい

った年間を通じて事務所というものを持っている

ところがございませんでして、会議とかそういっ

た必要なときは、市役所の会議室なりを使用して、

会議していただいているような状況になっており

ます。 

 ですので、三幸さん、新しい指定管理者の候補

者と話もさせていただきますし、体育館とか埋蔵

文化財センターにある会議室とか、そういったと

ころの活用も考えていきたいというふうには考え

ております。 

 以上です。 

○河部委員 改めて体協さんとの今後の関係、ちょ

っとお答えいただいていないんですけれども、本

当にそれは大丈夫なのかどうかというのを、改め

てちょっと教えてほしいのと、今回選定委員会、

事前にこういった関係の委員さんで構成しますよ

ということで、法律関係とか、あるいは学識とか、

財務、経理を含めて、委員さんが５人選出されて

いるんですけれども、私はこの中に地元のスポー

ツ振興とか、あるいはそういう観点で一定の評価

できる方も、やっぱり含んでいてもよかったんじ

ゃないんかなというふうには思うんですね。 

 これ今回だけじゃなくて、今後例えば様々な施

設とか、今後指定管理とか、また方針なりを出し

ていったりすると思うので、そのタイミングでは、

やっぱりその分野に関係する委員さんも、少なく

とも含んでおいてもらわないと、何か机の上の計

算上だけで選定するような状態になってしまうと

思うんですね。 

 やっぱりスポーツであればスポーツの観点で、

しっかりと評価のできる、提案を読んで、この団

体はすばらしい取り組みをしているなとか、そう

いう評価も一定できるようなメンバーを、今後は

含んでいく必要もあるんじゃないかと思いますが、

その点についてちょっとお聞きしたいなと思いま

す。 
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○岡田教育部長 まず、選定委員にスポーツ関係の

委員というところでございますけれども、今回１

人、体育大学の先生に入っていただいていたこと

で、スポーツの分野というふうに考えてございま

す。 

 なお、やはり特に地域のスポーツ関係となりま

すと、どうしても利害関係のこともございますの

で、ちょっと難しい点もあったということで、御

理解願いたいところでございます。 

 それから、今後の体育協会さんとのことという

ところでございますけれども、私も答弁したつも

りでございましたが、当然、地域の大きな市民を

束ねてくださっている地域の貴重なスポーツ団体

様であられますので、今後もしっかり良い関係が

維持できるように努めてまいりたいと考えており

ますので、よろしくお願いいたします。 

○澁谷委員長 河部委員、よろしいですか。（「も

う３回やったから」の声あり） 

 ほかに質問はありませんか。 

○谷委員 先ほど岡田委員や河部委員から質問の中

で、私の質問をしたかったところをかなり言って

いただいたんですけれども、その中で、今回おお

むねこの評価がＢになれば公募をするという中で、

この評価の基準というのは、この前の13日の審議

の中でもお答えされておりますけれども、それま

では評価が基準になり、毎回評価が右肩上がりと

いうことになってくるということで、これはかな

り指定管理される業者さん、難しいところである

んですけれども、この評価のやり方というのは、

これからも同様にしていくのかどうなのかという

のを、ちょっとお聞きしたいなと思います。 

○岡田教育部長 失礼します。今回私どもが議案の

資料として審査基準とかをお付けしております。

これはあくまで公募の際の審査基準ということで

ございましての評価でございます。 

 なお、行政評価の関係で、他部局で行っており

ます指定管理者の第三者評価の制度につきまして

は、それの総合評価を、Ｂやったら公募になるだ

ろうということで、選定委員会でも評価をしても

らっているんですけれども、指定管理者の第三者

評価のほうにつきましては、私ども教育所管では

御答弁できる立場にはございませんので、よろし

くお願いいたします。 

○谷委員 第三者評価は、また第三者評価の中でそ

れで変わってくるということですね。 

 であれば、なかなかＢ判定であっても、Ｂの中

でも上のほうの点数であったりとか、下のほうの

点数であったりとか、それによって変わってくる

のかなというふうには思うんですけれども。 

 あと、それと今までこの13年間体協さんがずっ

と指定管理でされてきた中で、今まで評価もされ

ているという答弁の中で、今回公募になるに当た

って、丁寧な説明というのが、この体育協会、ス

ポーツ協会にあったのかどうか、ちょっとその辺

をお聞きしたいなと思います。 

○高山生涯学習課長 今回の公募をするに当たって

ということですが、第三者評価につきましては、

私ども教育委員会と体育協会様がそれぞれ点数を

出して、それを最終的に総合評価という形で表れ

てきて、当然Ｂということはお伝えさせていただ

き、ＡであれＢであれ、その選定委員会というも

のは設けないと駄目なので、当然それを設けさせ

ていただきますと。 

 その選定委員会の中でこのまま継続というお話

になるのか、公募になるのかというふうな決定を

すると。そこら辺も伝えさせていただいた上で、

選定委員会、第１回をやったら公募になったとい

うところまでは、私のほうから直接お伝えはさせ

ていただきました。 

 以上です。 

○谷委員 全て選定委員会の中で決められた、ルー

ルの中でやられているというところですよね。 

 ただ、なかなか今までやってこられた中で、こ

れから岡田委員や河部委員からも質問があったと

おり、そのフォローをしっかりと今後体育協会、

スポーツ協会はやっていっていただきたいなとい

うふうに思いますので、その辺はちょっと要望で

お願いしたいと思います。 

○楠委員 今回なんですけれども、体育協会さんの

ほうから、各議員さんも頂いているかと思うんで

すが、要望書ということで頂いております。 

 その中身をちょっと紹介といいますか、しなが

らちょっと質問をさせていただきたいんですけれ

ども、体育協会として13年間実績があるんですけ
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れども、やはり実績を見ますと、市民との太いつ

ながりがあることがうかがえると思います。 

 競技団体とか、スポーツ少年団、34団体

で2,500名ほどで構成されていると。その内容も

見てみますと、体育館玄関前の庭園部分では、庭

園部分を活用して様々なイベントを行っています

と。 

 年間5,000人ほどの市民利用があったり、体育

館のほうでは書き初め展も行うということで、文

化行事にも力を入れておられるかと思います。 

 泉南市民球場でも市民の盆踊り大会ということ

で、芝生の上を開放して盆踊りも実現したりとい

うことです。 

 ほかにも体育館周辺の美化活動もやってくれて

はるし、13年間無事故で、泉州国際マラソンでも

ボランティアを多数組織してくれるなど、本当に

豊富な実績を持っているかなと思います。 

 雨漏りする体育館でも、市民の皆さんの利用に

迷惑がかからんようにということで、職員の皆さ

んの総出で片づけしはって、９時までには終わら

せて、しっかりと業務に当たれるようにというこ

とで、この財政難の下でも、本当に工夫しながら

活動してくれていると思います。 

 ５年前の第三者評価委員会の評価で、総評はＡ

やということで、それとそのＡの評価と、市のス

ポーツ教室の一翼を担っているこの体育協会が指

定管理者としてふさわしいということで、公募に

よらない方法で指定管理者に指定されたという経

過があるかと思います。 

 先ほども言うたんですけれども、指定管理が５

年の施設については、２年目、４年目に評価を改

めて行うということで、この平成30年と令和２年

では、この体育館等の評価はどちらも総評ではＢ

でした。 

 その評価の基準もなんですけれども、Ａが標準

的な水準よりすぐれた内容であると。Ｂは標準的

な水準を満たした内容を実施したということで、

市のほうのお答えでも、Ｂ評価というのは、前回

のＡ評価水準と同等の評価であるというようなお

答えだったかと思います。 

 ですので、評価が下がったわけではないんです

が、Ｂ評価だから指定管理者にふさわしくないと

までは言わないかもしれないけれども、Ｂなので、

公募を行うというのは、やはりおかしいんじゃな

いかなと思います。 

 先ほども委員さんもおっしゃっているんですけ

れども、施設の老朽化の問題の中で、やはりＡ評

価を取り続けなあかんというのは、もうやはり無

理があると思いますので、指定管理をしていただ

く中で、その運営に問題がなかった。いや、問題

があったからＡからＢに下がったという理由じゃ

ないんだったら、公募をせずともそのまま指定管

理をしてもらうという判断もあったと思うんです

が、どうお考えでしょうか。 

 市の説明のほうでは、問題があってＢ評価にな

るわけではないということで言ってたんですけれ

ども、市民の皆さんから見れば、やはり評価はＡ

からＢに下がったということは、何か問題がある

んじゃないかなと思うのが当然だと思うんです。 

 その評価がＡからＢに下がったというところも

あるんですけれども、市民さんの中から指定管理

をしていただいている体育協会さんを替えてほし

いという要望があったのかどうか、お聞かせいた

だきたいと思います。 

○岡田教育部長 まず、市民の方から替えてくれと

いう声があったのかということにつきましては、

そういったことは聞いておりません。 

 それから、私も常々指定管理の選定に関しまし

ては、いわゆる第三者評価等でＡではなくＢにな

ったら公募が原則だというふうに考えているとい

うことは、この場でも申し上げてきたところでご

ざいます。 

 協議会の場でも申し上げましたけれども、第三

者評価も基準を満たして、より良いところを目指

して取り組んでいただいてＡ評価を取られた。す

ばらしいことだと思います。 

 ただ、それも続けて、続けてより良くしていか

んと、それが維持できないという辺りが非常に厳

しいなというところは、私も本当に考えていると

ころでございます。 

 ただ、これまで長らく、より良くしてくださっ

て右肩上がりでＡを続けてくださったということ

は大変評価しておりますけれども、ただ、その中

で、今回普通の取り組みといいますか、当たり前
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のレベルの普通に安全にやっていただいていると

いうところでＢになってしまいまして、そういっ

たところから公募へ進んでいったというところは

ありますので、その辺りは御理解をいただきたい

というふうに思うところでございます。 

 以上です。 

○楠委員 当たり前のことを続けるというのが、本

当に大事なことやと思うんです。それが評価され

ないというのは、ちょっと問題があるのかなと思

います。 

 公募をするに当たってなんですけれども、公募

に必要と認める書類の提出を求めてプレゼンテー

ションを実施して審査するという方式、プロポー

ザル方式ですかね、をとっておると思うんですが、

さっきも言うたんですが、継続が力というところ

でいうと、やはり継続して積み上げている、当た

り前にしていることが本当に大事なことやという、

こういうことが実績というのが評価されない。 

 プレゼンテーションだけ、主な提案ということ

で出されていたと思うんですけれども、それだけ

がやっぱり判断材料になってしまって、本当に地

元でこつこつと当たり前に、市民の皆さんに、け

がなく体育館等を提供してきたという体育協会さ

んにとっては、やはり不利なもので、提案力のあ

る企業が有利なものになっていくんじゃないかな

と思います。 

 企業はやはり利益が優先でありますので、もし

利益が出ないとなってくれば、削減、ここでも削

減、指定管理料の削減と出されていますけれども、

やっぱり削減するというのは何かの理由がありま

すので、削られるのが市民サービスであったり、

そこで働く労働者の賃金というところにも、やっ

ぱりつながってくると思うんです。 

 ですので、地元に根づいた体育協会がやはり市

民の声を反映させて市民サービスも充実していく

んじゃないかなと思うんです。 

 平成19年（2007年）の指定候補者の選定委員会

の構成に当たってということで、市のほうなんで

すけれども、市は地元企業がもたらす地域の活性

化、また将来における税収につながるということ

を認識しているとして、地元の実績とか、諸問題

を認識している区長会の代表や市利用者団体、そ

れで行政の代表者を選定委員として選任しました。 

 先ほど河部委員からもあったんですけれども、

今回の委員さんの名簿を見てみますと、学識経験

者であったり、財務とか法律とか労務に関する知

識、専門知識を有する人たちと、本市の職員とい

うことで、やはり今回の選定委員でいうと、当初

言っていた地域の活性化の視点が抜け落ちている

と思います。 

 私たちとしては、市民の皆さんの意見を、意向

を反映しやすい直営がいいと考えております。た

だ、仮に指定管理としても、やはり地元に根づい

ている団体が運営するということがいいんじゃな

いかということで答えておりますので、そういう

意見ということです。 

 続けるんですけれども、指定管理者が体育協会

さんでなくなった場合、どんな問題が起こるかな

と考えたんですけれども、先ほども出ているよう

に、体育協会さんが、今市民体育館の中に事務所

を構えているんですけれども、やはり指定管理が

外れるという場合は出ていくことになってしまう

のかどうか、その協会自体を運営していくにも、

やはり事務員さんというのは必要になってくるか

と思います。 

 その事務員を雇うにも、資金がなくなってしま

うということは、スタッフも雇えなくなると。事

務所がないし、スタッフも雇えないという中で、

本当に、これまでどおり、今までどおりの運営が

できるのか。でけへんですわ。 

 そういうことを考えて、指定管理者を変更して、

今回も三幸さんが750万円、指定管理料を減らす

というような、ほかにも提案はあるけれども、こ

れとは比べものにならないぐらい、体育協会さん

は市民との太いつながりを持って、この間13年間

活動してきております。 

 体育協会さんのその要望書の一文にも、市民の

皆さんへの協力的なスポーツ振興に大きなブレー

キがかかるという一文がありましたが、これは本

当に大げさなことではなく、本当にこのままスポ

ーツ振興が、泉南市廃れていってしまうというこ

ともあり得るんじゃないかと思っております。 

 13年前の指定管理者が決まる前には、体育館に

は２名の市職員さんがおりまして、そこで体育協
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会の事務をしていたということで、その後、指定

管理が今の体育協会さんに替わった後は、その業

務をずっと体育協会の職員が担ってきたというこ

となんですけれども。 

 ごめんなさい、同じことになるかもしれへんけ

れども、今回、体育協会の規模が縮小されれば、

やはり今までどおりの活動はできなくなってくる

と思います。 

 ですので、体育協会の代わりにスポーツ振興を

指導する人材というのは、教育委員会内で補充す

るとか、そういう考えはあるのでしょうか、お聞

かせください。 

○岡田教育部長 失礼します。何点もございますけ

れども、まず、体育協会さんが指定管理者から外

れることによって、体育協会さん自体の事務運営

ができなくなるのではないかという御指摘ではご

ざいますけれども。 

 私どもは、まずもって民間活力を導入して、公

共施設を運営していただくために指定管理を出し

ております。その過程で地域の団体ということを

体育協会さんがお受けいただいたところではござ

いますけれども、指定管理をもって直接的に団体

育成を100％行うというふうには考えてございま

せん。 

 これまでにも体育団体、保健団体の支援事業と

しまして、体協さんにも補助金を出したりさせて

いただいておりますし、またこれまで申し上げま

したけれども、様々なスポーツ大会を委託するこ

とによって、運営いただいているということがご

ざいます。 

 そういった意味で、体育協会さんといいますか、

現指定管理者さんの支援というのについては、一

定十分今後も行っていくと考えておりますし、ま

た場の提供ということにつきましては、先ほど課

長が答弁したように、今後考えていくというとこ

ろでございますので、よろしくお願いいたします。 

○楠委員 今後考えていくということでお答えいた

だきました。 

 替わってしまうから今の体制を今後考えていく

ということですが、もう４月１日からは替わると

いうことですので、この間本当に進めていかなあ

かんような問題がいっぱい出てきていると思いま

すので、市としては、ちょっと言い方がきついか

もしれないですけれども、場当たり的な対応にな

らないように、スポーツ振興にブレーキがかから

ないように、しっかりと進めていっていただきた

いと思うんです。 

 あと、平成19年に選定委員会で、市外業者が指

定管理の指定候補者として選定をされましたけれ

ども、議会で否決をされております。否決後に１

年間は公募せんと、直営で運営した後、平成21年

から体育協会が指定管理として今まで運営を続け

ていただいているということで、否決後、今回の

三幸さんが決まるまでの間で、大きな問題という

のはあったんでしょうか、お聞かせください。 

○高山生涯学習課長 第１指定候補者に三幸が選ば

れた後から大きな問題ということですか。 

○楠委員 三幸さんになって、体育協会さんに大き

な問題があったのか。 

○高山生涯学習課長 今回選定に当たって、前も後

も、私どもの中では大きな問題があったという認

識はございません。 

○澁谷委員長 楠委員、４回目ですので、よろしく

お願いします。 

○楠委員 市民サービスにやはり大きな問題がなく、

この13年間指定管理者として体育協会さんが担っ

てきておりますので、今回、第三者評価というと

ころで公募もしまして、新しく指定管理者が決ま

っておりますけれども、状況をよく考えれば、議

会でも否決ができると、否決することもあり得る

ということを言わせていただいて、発言を終わり

ます。 

 すみません、長くなりました。ありがとうござ

います。 

○山本委員 私のほうから２点、論点が今いろいろ

出てきたんですが、ちょっと今回の議案第３号に

直結する形での論点で質問させていただきたいと

思います。 

 議案第２号に引き続きまして、この議案第３号

のスポーツ施設、体育館、それから市民球場、こ

の２つ、ちょっと違った観点から質問するんです

が、文化ホール同様に、これからの施設の在り方

について議論されていますよね。 

 個別施設計画の中では、この市民体育館、令和
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４年度から７年度の間に、将来的な施設の売却、

廃止を含めた今後の計画を策定、令和８年度から

売却か廃止の手続開始というふうな計画になって

おりまして、これは市民球場も同じですよね。 

 今回の指定管理の期間というのは、令和９年３

月31日までですから、先ほどの議案第２号の議論

でもあったように、この議案第３号におきまして

も、期間が令和９年３月31日までということで、

文化ホールに関しては、本来であれば、期間中に

その議論をして、しっかりと再スタートという話

やったんですけれども、それがスケジュールが押

してしまって、スピード感がなく、１年先延ばし

という話になりました。 

 今回この体育施設に関しては、どういったスケ

ジュール感で今お考えなのか、この議案第３号に

直結する大事な問題ですから、それを議会の場で

お示しいただきたい、これが１点です。まずそち

らからお願いします。 

○高山生涯学習課長 公共施設の最適化の中で市民

体育館につきまして、令和７年度までに今後の計

画を策定いたしまして、令和８年度にその７年度

までで策定したことの手続を開始ということで、

令和９年度以降に今期令和４年度から８年度まで

の間に策定したものを実施というふうになってお

ります。 

 我々といたしましては、より早い段階からこの

売却等、そういった手続といいますか、公募とい

いますか、そういった民間事業所を探すなり、そ

ういったところをやっていきたいというふうに考

えております。 

 書いているように、令和７年度までにはもう基

本的なことはもう決めておきたいというふうに考

えております。 

 以上です。 

○山本委員 より早いタイミングでは一体いつぐら

いなのかというのを質問したいと思います。とい

うのも、一般質問で来年度令和４年度中に、こう

いった公共施設等の計画的な管理、これは財政シ

ミュレーションに落とし込んで、泉南市の行く末

をしっかりと見定めていくと、そういった質問を

しました。 

 令和４年度中には緻密な財政シミュレーション

を組むという答弁がありましたが、当然こういっ

た施設に関しましても、今までどおりのスピード

感じゃ当然遅過ぎるということで、大体どれぐら

いの早いタイミングでお考えなのかというのをお

聞かせください。 

 それから、次の質問にいかせていただきます。

今からちょうど５年前、僕が初めて当選させてい

ただいた12月議会で、同じように、体育館の指定

管理の議案がございました。 

 私たちは反対、維新は反対をしましたね。その

ときの理由といたしましては、指定管理というも

のの根本的な基本方針、その性格を加味した上で、

そのときは特命選定という形だったということに

関して反対をしたわけですけれども、そのときの

理由が２つありました。 

 １つ目は、先ほど楠委員もおっしゃられました

ように、Ａ判定であったこと。２つ目は、先ほど

もほかの委員がおっしゃられましたけれども、ス

ポーツあるいは体育の行政の一翼を担っている団

体であること。この２点で特命選定という形で議

案が出てきて、私は反対したわけです。 

 今回の件に関しては、特命選定ではありません。

理由としましては、Ｂ判定だったという話やった

んですけれども、２つ目にあります行政の一翼を

担っている、泉南市のスポーツあるいは体育の行

政の一翼を担っている団体であることという目的

が、今回欠落していますので、そこら辺がどうい

った経緯で議論がなされたのか。 

 それから、体育協会の皆さん、泉南市の体育行

政を担っていただいていますので、この部分は一

体どういうふうにお考えなのかというのをお聞か

せいただきたいと思います。 

○岡田教育部長 まず、先ほど課長が答弁しました

ように、公共施設の計画の中ですと、令和７年度

までに方向性を決めることについて、もっとスピ

ード感をという御指摘でございます。 

 その辺りにつきましては、やはり大きな財政計

画等の兼ね合いもございますので、関係部局と調

整して、なるべく早い段階で方向性は出していき

たいというふうに考えておりますので、よろしく

お願いいたします。 

 それから、２つ目のなぜ今回公募に至っている
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のかというところの御指摘でございます。 

 確かに、この体育館のスポーツ施設の指定管理

におきましては、導入当初から地域の皆さんに密

接、密着したものという形で体育協会さんが担っ

てきてくださったところでございます。 

 これまでも第三者評価等でＡ評価であったこと、

あるいは地域の団体ということで選定を、特命と

いいますか、選定をしてきた経緯でございますけ

れども、今回、やはり第三者評価等で通常の評価

であったということが大きなところになります。 

 また、今後のことを考えまして、先ほど公共施

設の計画の中で課長が申し上げましたように、体

育館につきましては、将来売却であるとか、ある

いは体育館機能を全く別につくってくれるような

民間活力が欲しいという思いもございますので、

そういったところから、やはり公募に踏み切った

という経緯もございます。 

 ただ、もちろんこれまでるる申し上げてきまし

たように、地域の大切なスポーツ団体であられる

皆様とは、今後も良好な関係を維持していきたい

と考えておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○山本委員 最後の質問なので、今の２点を追加で

質問しますが、今まで教育部の皆さん、施設の管

理計画とかずっとやってこられましたが、文化ホ

ールを例に挙げて指摘しましたが、全然これまで

スピード感を持ってやっていくという指摘に対し

て、全然スピード感がないわけですよ。 

 今回の件に関しても、結局「より早いタイミン

グで」以上の答弁があるわけでもなく、こういっ

た議論が関係団体さんとしっかり議論できている

のかというのも甚だ疑問ですし、この辺の姿勢に

関しては、１回改めていただきたいなというふう

に思います。 

 計画を中でずっと時間をかけてやって、ある程

度の計画が出たら皆さんにボンと示して、市民や

関係団体の皆さんに見てくださいと、その期間が

短期間で決まってしまうような拙速な対応はやめ

ていただいて、しっかりと調整を図りながら合意

形成を図っていただきたいというふうに思います

ので、ここは要望にさせていただきます。 

 それから、２点目の話なんですけれども、指定

管理の制度自体の議論をここでするわけではあり

ませんよね。これは８月に指定管理を選定すると

いう話がありましたので、今回は指定管理の選定

を済ました上でのこの議論ということで、指定管

理に関する指定管理論もここで話す場ではありま

せん。 

 スポーツを担ってくださった体育協会の皆さん、

その一翼を担っていたので、５年前の指定管理は

特命の選定やったわけですよ。それほどの大きな

役割を果たされていたというのを、市役所もしっ

かり認識されておりました。 

 今回の議案のもっていき方に関しましては、基

本的には賛成ですよ。ただ、あまりにも今までお

世話になった、やっていただいた団体さん、その

一翼を担うとまで言った市役所の対応が、ちょっ

と軽いのと違うかなと思いますよ、さすがに。 

 だから、指定管理は指定管理でこの議案ですが、

指定管理とはまた別で、これからの体育行政の向

き合い方、市の向き合い方というのは、必ず体育

協会と一緒に連携していかなければいけませんか

ら、ここはやっぱり丁寧にやっていただかないと、

やっぱりボランティア精神でやってくださってい

る方もいらっしゃるので、それだけたくさんの方

が今回傍聴に来られていますから、そこら辺はし

っかりと肝に銘じて、施設の管理に関しても今回

のことに関しては軽いんですよ。 

 だから、そこら辺の考え方をもう少し重く捉え

ていただきたいんですけれども、いかがでしょう

か。 

○岡田教育部長 私からの答弁で失礼いたしますけ

れども、姿勢を改めろというところでございます。 

 重ねて本当に申し上げますと、泉南市体育協会

さんにおかれましては、長年本当にもうずっと泉

南市のスポーツの振興のために努力いただいて、

協力いただいて、多くの市民様のスポーツ振興に

御尽力いただいてきたところでございます。それ

は本当にもう感謝いたしておるところでございま

す。 

 また、この指定管理制度導入後も、いろいろ動

いてくださいました。本当に台風の後の活動、あ

るいはコロナの中での取り組み、本当にしっかり

やってくださいましたし、また、整地をされると
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いうことで、法人格もお取りになったりして、前

向きに取り組んできていただいているところでご

ざいます。 

 さらには、私どものオープンウオータースイミ

ングとか、スイミングの取り組みについても、い

ろんなスイミングの関係団体とも協力いただいた

り、組織を大きくしてくださったり、いろんなと

ころで御活躍いただいているところでございます。 

 そういうところで、本当に私どものスポーツ行

政と歩みを１つにしてきてくださったところがご

ざいます。 

 今後も重ねて申しますけれども、私ども今後も

良好な関係を維持できるよう努めてまいりたいと

考えております。本当にそう思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

○堀口委員 聞きたい内容をぎょうさんあれこれ考

えていたんですけれども、ほかの委員さん、大半

を聞いていただいたので、その辺をちょっとかぶ

らないように質問をしたいなというふうに思いま

す。 

 今回、プロポーザルをやると、Ｂ評価やったか

らやると。前回、先ほど山本委員からもありまし

たけれども、５年前は特命やったということで、

前回の求めていた、市が求めていた内容と、今回

市が求めていた内容の違いについて、まず教えて

いただきたいなというふうに思います。 

 それと、評価調書ですかね、体協さんのほうで

も自己評価をされたということで、自己評価、Ａ

評定やった部分と、それから部局側の評価がＢ評

定になっていた。 

 この評価の基準というのが、果たして自己評価

の部分と第三者評価というんですかね、部局側の

評価というのが、ある種きちんと統一化されてい

たのかどうか。 

 例えば、Ａ評定が出ていた部分の中では、その

理由について参加者が多かったからという、中身

には触れられていないですよね。だから、実際に

参加された人数云々よりも、取り組まれた内容に

ついてどう評価するかというのは、非常に大事な

視点やと思うんですよね。 

 だから、体育協会さんがいろんな教室をやって

いただいたり、イベントをやっていただいたりと

いうことで取り組んでいただきましたけれども、

そこら辺の評価が果たしてきちんと、その中身を

見てされたのかどうかというのが非常に不可解に、

不可解というか、単に出てきた報告書だけ見て判

断してへんかなと。 

 実際に、部局の皆さんがきちんとその方向性に

沿った、あるいは事業の内容の計画に沿った実行

がなされたかどうかという、点検がなされたのか、

されてきたのかどうか、その点についてもお伺い

をしたいなというふうに思います。 

 それから、プロポーザル、当然５年前の体協さ

ん、いろんな提案をされたんやと思います。今回

ももちろん三幸さんはじめ、いろんな提案をされ

たと思うんです。 

 その達成度合い、体協さんがきちっと、この５

年間で提案された内容について、達成をされたの

かどうか、今回三幸さんが２％の集客増とか、５

年間で750万円の費用削減とか、いろんな案を出

されていますけれども、これはこれで今回認めら

れた場合、次の評価材料になるかと思うんですけ

れども、その点について、まず教えていただいて

いいですか。 

○高山生涯学習課長 求めていた内容の違いという

ことをなんですが、我々としてはとにかく市民サ

ービスの向上というところで、どうやれば体育館

等々、その施設をやっていけるかというところで、

今回公募を行い、プロポーザルをさせていただい

たということでございます。 

 我々から明確に、ああいうふうにしてくれ、こ

ういうふうにしてくれとかいうようなことはお伝

えをしていませんので、取りあえずもうとにかく

我々としては、より良い市民サービスの向上とい

うことを考えて、今回選定委員会を設けてプロポ

ーザルをさせていただきました。 

 あと、第三者評価の考えなんですが、体育協会

がＡ、教育委員会がＢのところなんですが、これ

は所管課評価と指定管理者の評価と、それぞれ別

個で一旦出しまして、合っていないところについ

ては、お互いにしっかりすり合わせといいますか、

何でＡなのか、何でＢなのかというようなお話を

させていただいて、最終的に行革・財産活用室の

ほうに提出という形にさせていただいております。 
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 これにつきましては、我々体育協会会長様と何

時間にもわたって、全ての項目にわたり、話をさ

せていただきまして、お互いに納得の上で行革・

財産活用室のほうに提出させていただいておりま

す。内容につきましては、そのときにしっかりと

お話はさせてもらったと考えております。 

 あと、達成度合いということなんですが、体育

協会様につきましては、本当にすごく頑張ってい

ただきまして、私どもとしては何の不満もないと

いいましょうか、ただ今回コロナの件もありまし

て、若干利用数とかが落ちていますから、体育協

会様が初めに示していただいているようには、当

然いかなかったというのが事実ではあります。 

 しかし、コロナ禍でありながら、それ以外のと

ころですごく頑張っていただいたというところは、

すごく評価はしています。 

 以上です。 

○堀口委員 答えになってへん。答えになってへん。

実際に、これは市があれこれ言うていないという

話になると、非常に不可解なんですよ。適切な施

設管理と、それから前回であれば泉南市のいわゆ

る体育行政、あるいはスポーツイベント、ここに

ついての活動を求めてきたわけでしょう。でも、

今回求めていないよね。だからそこの違いを言う

てくれと言うてんねん。 

 だから、今までこの５年間、体協さんがやって

こられた内容というのは、基本的にその体育館を

中心にいろんな体育行政に関わる部分というとこ

ろを担ってきたというのは、大きくあると思うん

ですよ。 

 ちょっとほんなら角度を変えて聞きます。これ、

今回委託料が当然もちろん下がってくるんですけ

れども、委託料というか、指定管理の部分が下が

ってくるんだろうと思いますけれども、今後、体

協さんが今回外れます。外れた後、様々な体育イ

ベントや協力していただかなければいけない部分

というのは、当然出てくると思います。 

 今までやったら、指定管理料の中で飲み込めて

いた部分というのは、往々にして僕はあると思う

んですけれども、今回飲み込めなくなるんですよ

ね。 

 だから、そこら辺の例えば委託料が上がらなあ

かんところ、補助金を上げやなあかんとかと、そ

ういう議論というのが出てくると思うんですけれ

ども、その辺の財政に与える効果というのは、検

証をされたのかどうかという部分についてお答え

ください。 

○岡田教育部長 現指定管理者さんの体協さんが指

定管理者から外れることによって、他のスポーツ

行政のことに影響があって、その辺り財政的なこ

とを考えたのかということの御指摘かと思います。 

 まず、地域団体としての体育協会さんが指定管

理者として体育館を運営していただいている中で、

やはり体育館を運営するために、職員さんを雇用

したりして活動をされてきたという事実があろう

かと思います。 

 一方で、私どもは従前同様に、地域のスポーツ

行政の一翼を担っていただくための補助金団体と

しての補助金の支援、また各種それぞれのスポー

ツ大会の業務自体を委託する、スポーツ大会の運

営業務を委託するという形での委託金であったり

補助金というのを出して運営していただいたりし

ているというのはございます。 

 そういったところで、委員御指摘の指定管理を

行ってきたゆえのマスメリットがあったんではな

いかというところでございますけれども、それは

もしかするとあったかもしれません。 

 ただ、それを今回指定管理でなくなったがゆえ

に、別途委託しているスポーツ大会のほうがどう

かということについては、今後実際に新たな指定

管理者を選定いただいたら、お認めいただいた場

合に、一定の経費効果が生まれるのであれば、そ

ういったところで地域のスポーツ行政の運営業務

等に還元することが可能かとは思っておりますけ

れども、今のところ、そこまで細かいところの具

体的な検討はできていないというのが実態でござ

います。 

 以上です。 

○堀口委員 ３回目なので、これで最後にしますけ

れども、基本的にこのいろんなイベントを、例え

ば指定管理の制度をやる前に戻るだけやというふ

うに、単に理事者の皆さんが考えてはるんやった

ら、大きな間違いやと思うんですよね。 

 あのときと今と、やっている内容、やっている
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レベルというのが格段に違うと思います。求めら

れているもの、イベントの運営にしてもそうです

し、いろんな体育行政の今まで支えていただいた

分についてのある種レベルというのが全然違うと

思うんですよね。 

 だから、その辺は当然コスト増も含めて、一定

生じてくると思うんですよね。だから、そこら辺

まで考えてプロポーザルだと私は信じていますけ

れども、そこら辺、ちゃんと飲み込めるのかどう

かというのと、先ほど来ほかの委員の皆さんから

もお声がありましたけれども、体育協会さんと今

後、良好な関係を築いていけるだけのお話合いを

されたのかどうか。 

 今回指定管理でプロポーザルで選ばれた。これ

については、第三者の方々が評価をされた内容で

あって、プロポーザルをすることについては、こ

この議場の人たちは誰も異論を唱えていないので、

これについて反対どうやというのは、なかなか言

いにくい部分というのはあると思います。 

 きちっとその選定された後、三幸さんが職員の

雇用をしますとか、体協さんと協力しますみたい

な話をされていますけれども、じゃ三幸さんが実

際に体協さんと今まで話しされたのかどうか、そ

の辺の話が煮詰まった上で、ここのテーブルに載

っけているのかどうか、そこについては、一定聞

かせていただきたいと思うんですよね。 

 体協さんがこれからどう生き延びるとか言うん

じゃなくて、どう活動していただけるのか、そこ

の不足する部分は、市が教育委員会がきちんと人

的、予算的にサポートができるのかどうか、その

点について考えてはるのかどうか、お答えいただ

きたいのと。 

 あとちょっと１点だけ確認をさせていただきた

いんですけれども、今回のプロポーザルに出され

たのが、三幸さんと別の企業さんと、泉南市スポ

ーツ協会さんなんですよね。体協さんじゃないん

ですけれども、これはなんで一般社団法人に変わ

られたのか、その辺は市から何らかの示唆があっ

たのか、その辺お答えください。 

○高山生涯学習課長 選定委員会を設けた後から話

合いがあったかという御質問なんですが、私はも

う名誉会長、会長、あと副会長を含めて、何度か

話合いはさせていただいておりました。 

 あと、三幸のほうとの話合いはというお話なん

ですが、私どもとしては、議会の賛成を得て議決

を得ないと、三幸とは契約もできないと。 

 その議会の議決を得られる前に動くことはよく

ないので、議会の議決を、賛成を得た後、お話合

いをさせてくださいというふうには伝えておりま

す。 

 当然、三幸からこちらに一度挨拶に来られて、

そのときに話をやっていきたいというふうに申出

は受けたんですが、教育委員会のほうから議会の

賛成を受けていないので、今はまだちょっと動く

のは待ってくださいというふうにはお伝えさせて

もらいました。 

○岡田教育部長 まず、今回応募いただいた団体が

法人格を持っておられる件についてでございます

けれども、泉南市体育協会様は任意の団体という

ことでございますけれども、ただ、これまで指定

管理をお受けいただく中で、議会の御意見もいた

だく中で、やはり法人格を持っていただくことが

いいのではないかというふうなこともございまし

た。 

 そういったことも踏まえまして、私どものほう

から体育協会さんにも法人格を取ってはいかがか

ということのお話をしてきたところ、以前にしっ

かりと法人格を速やかにとってくださったという

のがございます。 

 その法人格を持って泉南市スポーツ協会様とい

う名前でもって今回エントリーいただいたという

ところでございます。 

 それから、今後その体育協会さんがどうなって

いくのかということについて、人的サポートがあ

るのかということについてでございますけれども、

人的なサポートというのは考えていないところで

ございます。 

 以上です。 

○井上副委員長 それじゃ、たくさんの皆様から御

質問がありましたので、私のほうからは１点だけ

ちょっと御確認をさせていただきたいんですが、

まずこの指定管理事業者の選定においては、公平

に行うべきものだというふうには認識しておりま

すが、今回体育協会さんにおきましては、これま
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でのこの泉南市に対する貢献というものがありま

す。実績というものがありますので、今回の選定

に関しては、一定のインセンティブというものが

あってしかるべきだったのかなというふうにも思

います。 

 このインセンティブに関して、どこかで御答弁

いただいているかもしれないんですけれども、ち

ょっと改めて御確認させていただきたいんですが、

また今回の選定において、そういったインセンテ

ィブというものは設けられていたのか、ちょっと

教えていただきたいと思います。 

○高山生涯学習課長 そのインセンティブといいま

しょうか、その選定委員さんに、ある意味誘導と

捉えられるような、そういうふうなことは、ちょ

っと我々としてもやはり神経質になっていますの

で、そういったところでは、インセンティブとい

う話はしていないです。ただどういう事業所から

出ているのかというところで、体育協会さん、今

回一般社団法人泉南市スポーツ協会さんに改めて

提出していただいていて、過去13年間、指定管理

者としてすごくよくやっていただいていた団体で

すというようなお話は、当然しております。 

 その他の団体につきましても、ここのところは

こういう団体ですというような、その中で体育協

会さんにつきましても、そういったお話はさせて

いただきました。 

 以上です。 

○澁谷委員長 よろしいですか。――――以上で本

件に対する質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

○楠委員 議案第３号に対しまして、反対の討論を

行います。 

 詳しい内容は、最終本会議で述べますが、反対

の理由は、大きく２つあります。 

 第１は、実績のある体育協会を引き続き指定管

理者とすることに、何ら問題がないということで

す。体育協会は、市内のスポーツ団体をまとめる

など、市民と太いつながりのある組織です。13年

間の指定管理者としての豊かな実績もあり、体育

館、そして野球場を利用した盆踊り、そして書き

初めなど、イベントにも取り組んでおります。ひ

どい雨漏りがする体育館でも、市民第一の献身的

な活動を行ってきております。 

 泉南市のスポーツ振興や体育館等の指定管理に

は、体育協会が必要だということは明らかです。

もちろん体育協会の活動全てを評価するものでは

ありませんが、政治の責任でスポーツや教育に関

わる予算を増やせば、体育協会の活動、そして市

のスポーツ政策は大いに前進するものでしょう。 

 第２の理由として、体育協会が指定管理者でな

くなれば、泉南市のスポーツ振興にブレーキがか

かるということです。 

 体育協会が指定管理者でなくなれば、いろんな

イベントの準備をする場所、そして協会の関係者

が日常的に集まる場所もなくなってしまいます。 

 指定管理料で雇用していた事務職員もいなくな

ると、日常的にスポーツ団体をまとめる人材もい

なくなります。 

 体育協会が指定管理者でなかった13年前と同じ

ように、教育委員会内にスポーツ振興を担当して

体育協会を指導する市職員が必要になってきます。

今でも多くの仕事を抱える教育委員会にそのよう

な職員が今配置できるでしょうか。 

 以上の点から、本議案に反対します。皆さんの

御賛同をお願いします。 

○澁谷委員長 ほかに討論はありませんか。――― 

 以上で本件に対する討論を終結いたします。 

 これより議案第３号を採決いたします。 

 諮りいたします。本件は、原案のとおり可決す

ることに賛成の委員の起立を求めます。 

 〔賛成者起立〕 

○澁谷委員長 起立多数であります。よって議案第

３号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４号「埋蔵文化財行政に関する事

務の委託について泉佐野市と協議することについ

て」を議題とし、質疑を行います。質疑はありま

せんか。 

○河部委員 １点だけちょっとお聞きをしますけれ

ども、今回埋蔵文化財行政を、泉佐野市に委託す

るということで、議案が出ているんですけれども、

これまでも広域で何かといえば、泉佐野市に事務

を委託して、窓口があちらに行っているんですけ

れども、今回やることによって、例えば我々も

様々な分野で相談を受けたり、いろいろと市民や
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あるいは団体から相談を受けたりするんですが、

やはり窓口が泉南市じゃないところに行ってしま

うと、そこと話をする機会というんですかね、意

思疎通というのか、そういうものがなかなか取れ

ないんですよ。 

 今回その辺、きちっと担保されるのかどうかだ

け、ちょっと明確に答えていただきたいなと。 

○岡田教育部長 失礼します。 

 今回泉佐野市さんに業務を委託する提案をして

おりますのが、埋蔵文化財の発掘調査に関する関

係業務となっております。 

 つきましては、遺跡内での工事に伴う調査等に

関する業務ということでございます。 

 一方、そのほかに文化財行政には様々なものが

ございまして、例えば天然記念物、あるいは歴史

的な街道、風景、あるいは歴史的な古民家、住宅、

あるいは様々な天然記念物等、そういったものの

業務は、私どもは市の教育委員会に残ります。 

 まことに申し訳ないところなんですけれども、

発掘調査に関することだけは、泉佐野市さんのほ

うに窓口が移動しますので、それに関しては、泉

佐野市さんとのお話になってしまいますけれども、

そのほかは私ども地元の窓口に残ったままですの

で、そういったところで一定御安心願えればとい

うふうに考えております。 

 以上です。 

○岡田委員 すみません、この規約の中の第４条で、

収入の帰属ということで書かれているんですが、

泉佐野市長と泉南市長が収入の帰属、協議して定

めるというふうに載っているんですが、この収入

というのはどういうものが考えられるのか、ちょ

っとお聞かせいただきたいと思います。 

○岡田教育部長 この規約に関する収入というもの

は、調査に係る経費のうちの収入でございまして、

分かりにくくなっておりますけれども、実はいわ

ゆる国庫補助金がいただけるところになりますの

で、その国庫補助金に関する歳入となっておりま

す。 

 前に民間事業者による開発行為に伴う発掘調査

というのもありまして、その民間事業者が経費負

担するケースがあるんですけれども、その民間事

業者が負担する経費というものは、泉佐野市とか

我々に収入、歳入とするんじゃなくて、民間事業

者さん自体に発掘調査を行っていただく形を取り

ますので、収入としては市には入らない形になっ

ております。 

 ついては、繰り返しになりますけれども、ここ

の規約にうたう収入というのは、国からの補助金

のみというふうになっております。 

 以上です。 

○澁谷委員長 よろしいですか。 

 ほかにありませんか。――――なしですね。 

  以上で本件に対する質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。討論はありますか。

――――討論なしと認めます。 

 以上で本件に対する討論を終結いたします。 

 これより議案第４号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決

することに御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○澁谷委員長 御異議なしと認めます。よって議案

第４号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５号「泉佐野市、泉南市、阪南市、

熊取町、田尻町及び岬町における広域福祉課の共

同設置に関する規約の変更に関する協議について」

を議題とし、質疑を行います。質疑はありません

か。 

○河部委員 この議案については、住所が変わった

ということだけの議案なんですけれども、これは

先ほどの埋蔵文化財行政と同じなんですけれども、

これは広域行政になって窓口が泉佐野市になって

いるんですよね。 

 先日もこの広域福祉に関係する相談をちょっと

受けまして、これは泉南市に窓口があったら、そ

この職員さんと話をしていろいろとアドバイスを

いただいたり、あるいは相談内容の的確な答えを

いただいたりできるんですけれども、これが泉佐

野市にあることによって、あっちまで行ったらい

いんでしょうけれども、なかなか出はる人が泉佐

野市の職員さんやから、あまり意思疎通が取れな

いんですよね。 

 ちょっとその辺について、先ほどの埋蔵文化財

でも言わせてもろたんですけれども、本当にやっ

ぱりこれが、例えば窓口は向こうにあっても、泉
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南市のほうから相談に行く場合は、泉南市の行政

からも当然職員を派遣していると思うので、その

担当の窓口をしっかりと決めてもらうとか、何か

そんなことできないんですかね。 

○藤原長寿社会推進課長 今御質問の広域福祉課の

人員配置につきましては、任期付の短期職員２名

を含めまして現在17名、各市町から職員のほうを

派遣いたしまして、その中で運営をいたしており

ます。 

 実際、人員構成につきましては、泉南市からは

４名、その中でもそれぞれ広域の福祉の中には、

法人指導担当、また障害者手帳担当、介護保険の

担当というそれぞれ分かれていたしております。 

 だから、その中には泉南市の職員も障害の担当

として１名おりますし、委員御指摘の泉南市から

相談事があったときに、その泉南市の職員を指定

して対応するというのは、その係の中にはおりま

すけれども、それぞれ組織の中で分担というのが

決まっておりますので、今の段階ではなかなかそ

ういうやり取りというのは難しいかと思います。 

○河部委員 その難しいと言われてしまうと、本当

にこんな議案が出てきたら、それじゃもうやめと

こかというふうになりますよ、それは。 

 やっぱり、何ていうんですかね、我々が例えば

その担当の方に電話しても、その人が泉佐野市の

職員やったら分からへんのですよ。意思疎通取れ

ないんですわ。だから、改めてこの議案の機会に、

ちょっと意見として言わせてもらいますけれども、

その辺はちゃんとしっかりと広域福祉のほうにも

伝えておいてください。お願いします。 

○澁谷委員長 よろしいですか。 

 ほかに質問はありませんか。――――以上で本

件に対する質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。討論はありますか。

――――討論なしと認めます。 

 以上で本件に対する討論を終結いたします。 

 これより議案第５号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決

することに御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○澁谷委員長 御異議なしと認めます。よって議案

第５号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第６号「泉南市国民健康保険条例の

一部を改正する条例の制定について」を議題とし、

質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○楠委員 それでは、お聞きします。 

 まず初めに、国保の均等割というのがどういう

ものか、説明をしていただきたいと思います。 

○加渡福祉保険部次長兼保険年金課長 国民健康保

険料の均等割ですけれども、保険料の賦課につき

ましては、令和２年度から府下の統一保険料率、

これを採用しております。 

 保険料の算定ですけれども、医療分、後期高齢

者支援分、そして介護支援分、この３区分から成

っておりまして、それぞれ所得割、平等割という

ところが今回の条例の中では、軽減には関係ない

んですけれども、所得割の部分では率として定ま

っています。 

 それで、平等割については、１世帯について幾

らやという単価があります。 

 それで、均等割の部分なんですけれども、１人

当たりが幾らだということで、それぞれ所得に応

じて掛ける部分と、世帯に応じて掛ける部分、そ

して人１人当たりに対して掛ける部分と、この３

つに分かれてございます。 

 そして、均等割の部分で医療分ですけれども、

これが３万640円、これが基本額になります。そ

れと、後期支援分、これが9,478円ということに

なっておりまして、これに対して人数を掛けてい

くということになります。 

 以上です。 

○楠委員 ありがとうございます。 

 次なんですけれども、夫婦２人で未就学児２人

の世帯で年収200万円、400万円、600万円の方の

今現在の保険料が幾らで、軽減後は幾らになるの

か、お答えください。 

○加渡福祉保険部次長兼保険年金課長 未就学児の

減額につきましては、政令軽減、これが該当して

いない世帯でしたら、大体未就学児童１人当たり

２万59円、そして７割軽減世帯、これでした

ら6,018円、そして５割軽減世帯でしたら１万30

円、そして２割軽減世帯でしたら、１万6,047円

というふうなことで、未就学児１人当たりについ
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て、そういった金額が減額されるということにな

ります。 

 これを世帯の収入額に充てますと、200万円の

世帯、４人で未就学児が２名という世帯でしたら、

これは政令軽減２割かかるんですが、この世帯で

したら大体３万2,094円安くなって、保険料は30

万7,859円ということになります。 

 それと、政令軽減がかかっておらない400万円

世帯でしたら、これは御夫婦と未就学児２人、当

然これは４万118円という金額になります。 

 それと、600万円の世帯、これも政令軽減ござ

いませんが、御夫婦と未就学児２名というところ

でしたら、これはこの世帯につきましては6,076

円、ここに関しては、限度額という問題がまた出

てきますので、限度額で止まっている分、超えて

いる部分がまた相殺されますので、残念なが

ら6,076円になるということになります。 

 それと、７割軽減を受けている世帯、非課税世

帯であったり、そういったところも既に政令軽減

で７割軽減をされていますので、逆に6,018円と

いう形になります。 

 それと、５割軽減で100万円の世帯、御夫婦と

未就学児お二人というところです。ここは収入と、

ここは１万30円で13万5,706円ということで、収

入とか世帯状況、これによって政令軽減であった

り、限度額の問題が絡んできますので、大体最初

申し上げました１人当たりが幾らだというところ

で区分していただいて判断するしかないのかなと

思いますので、よろしくお願いします。 

○楠委員 ありがとうございます。今、説明してい

ただいたようにといいますか、均等割というのが、

やはり産まれてきて、まだ何も分からない赤ちゃ

ん１人にもかかるということでいうと、やはり人

頭税ということも言われております。 

 この人頭税というのは、やはりもう古代につく

られた税制の名前を変えただけで、それが今も使

われているというのは、本当に問題があるんじゃ

ないかなと。 

 軽減の金額も言っていただきましたけれども、

もともとの国保料というのが高いですので、やは

り均等割の廃止を求めるというようなことが必要

になってくるかなと思います。 

 低所得者であったり家族の方に負担が多いです

ので、今回軽減が半額にされるということですの

で、やはり声を上げれば変えていけるということ

ですので、ぜひとも市当局の皆さんにも引下げの

取り組みを進めていただきたいと思います。 

 以上です。 

○岡田委員 お願いいたします。出産育児一時金の

総額については、現行もまた改正後も42万円で変

わりがないということなんですが、この出産育児

一時金に関しては、妊娠12週以上なら支給される

ということと、この産科医療補償制度というのは、

妊娠22週未満では対象ではないという、これはち

ょっと１つ確認させていただきたいことです。 

 この制度は、分娩機関、全産科医がこれが加入

しているのかどうかというのを、ちょっとお聞か

せいただきたいと思います。 

○加渡福祉保険部次長兼保険年金課長 出産育児一

時金の支給される定義なんですけれども、妊娠４

か月、85日以上ということが基準になってきます。 

 それと、産科医療の補償制度のこの要件を満た

した医療機関なんですけれども、泉南市の分娩機

関は全て要求を満たしておるんですが、国全体と

いいますか、そういう基準で見ますと99％以上の

分娩機関が要件を満たして、堅調に推移している

というところが、この管理する機構の資料から読

み取ることができました。 

 以上です。 

○岡田委員 ありがとうございます。じゃ、泉南市

民の方が大体利用する産科というのは、この制度

を利用されている産科医がほとんどだということ

ですね。 

 この制度について、多分何も知らないままの方

もいらっしゃるんじゃないかなというふうに思う

んですが、この妊産婦の方には、そういうことを

説明するのは、市が説明するのでしょうか。 

 それとも、病院のほう、産科医のほうが説明し

て、確認をするのでしょうか。ちょっとそこもお

聞かせいただきたいと思います。 

○加渡福祉保険部次長兼保険年金課長 産科医療補

償制度、これにつきましては、行政側も当然する

んですが、母子手帳を交付のときに、そういった

話で出産される方が、分娩機関できちっと話をさ
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れて、そして分娩機関のほうから行政のほうに手

続をしていただいて、その支払いが完結するとい

うふうな直接支払い制度、こういう形で皆さんお

願いをしております。 

 ただ、海外で出産される事例も昨年の場合でし

たら２件ほどあったんですが、こういった方は、

事後払い制度といいまして、直接申請していただ

くということになります。 

○岡田委員 ありがとうございます。この補償制度

の申請期間というのは、満１歳の誕生日から満５

歳までの誕生日、診断が可能なら６か月以降でも

できるとのことなんですが、泉南市におきまして、

近年そういう申請というのがあったのかどうか、

お聞かせいただきたいと思います。 

○加渡福祉保険部次長兼保険年金課長 質問してい

ただけるだろうと思っていろいろ調べてみたんで

すが、保健センターに聞いたんですが、泉南市の

件数については分からないということです。 

 それと、大阪府の分、これについても分からず、

近畿の事案でしたら、昨年で51件でしたか、そう

いう事案が51件だったと思います。 

○澁谷委員長 ほかにありませんか。――――以上

で本件に対する質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。

――――討論なしと認めます。 

 以上で本件に対する討論を終結いたします。 

 これより議案第６号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本件は、原案のとおり可決することに御異議あ

りませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○澁谷委員長 御異議なしと認めます。よって議案

第６号は、原案のとおり可決されました。 

 以上で本委員会に付託を受けました議案５件の

審査を終わります。 

 次に、本委員会の閉会中の継続調査の申出につ

いてお諮りいたします。 

 お諮りいたします。本委員会の所管事項につき

ましては、調査研究のため、引き続き閉会中の継

続調査の申出を行いたいと思います。これに御異

議ありませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○澁谷委員長 御異議なしと認めます。よって議長

に対し、閉会中の継続調査の申出を行うことに決

定いたしました。 

 なお、閉会中において調査を行う事件につきま

しては、委員長に一任していただきたいと思いま

す。 

 以上で本日予定しておりました議案審査につき

ましては、全て終了いたしました。 

 委員各位におかれましては、長時間にわたり、

慎重なる審査をいただきまして、誠にありがとう

ございました。 

 なお、本会議における委員長の報告につきまし

ては、私に一任していただきますようお願い申し

上げます。 

 これをもちまして、厚生文教常任委員会を閉会

いたします。お疲れさまでした。 

午後０時４分 閉会 

（了） 
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